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 解 説  

 

１．ＫＰＰＫ 

 当該規制は、インドネシア銀行（以下、「中銀」という。）が 2014年に規定しまし

た。インドネシア語“Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian（民間企業の外

貨建オフショア債務に関する規則）”の頭文字をとって「ＫＰＰＫ」と呼ばれていま

す。当該規制は、主に以下の基準で構成されています。 

 ①外貨ヘッジ比率規制 

四半期末時点で３か月以内および３か月超６か月以内に償還期限を迎える外

貨建債務が外貨建債権を 10 万米ドル相当超過する場合、この超過部分の最低

25％をヘッジする必要があります。なお、ヘッジ取引は、原則インドネシア国内

銀行を通じて実施しなければなりません。 

 ②流動性比率規制 

四半期末から３か月以内に償還期限を迎える外貨建債務に対し、最低 70％の

外貨建債権を保有する必要があります。 

 ③外部格付取得義務 

2016年１月１日以降に外貨建対外借入を行う場合、事前に「ＢＢ－」相当以上

の外部格付を取得する必要があります。格付有効期限は取得日から２年間とされ

ています（当局担当官のスタンスによって異なる場合があります）。 

 ＫＰＰＫについては特に③外部格付取得義務が、外貨建借入を検討する企業にと

っての障壁となり、問題となることが多いです。一般的に、格付取得には高額な費

用がかかるうえ、「ＢＢ－」以上の格付を取得することも容易でないと言われて 

Ｑ． 

インドネシア子会社に対して親子ローンをドル建で 10年以上継続しています。

今般、子会社で 5,000万円相当の設備投資を行うこととなったのですが、親会社

への依存態勢から脱却させたいため、信用金庫のクロスボーダーによる資金調達

も検討しています。当該ローンを検討する際の現地の借入規制について教えてく

ださい。（製造業） 

 

Ａ． 

インドネシアにおける海外からの外貨建借入規制（ＫＰＰＫ）は、親子ローン・

金融機関借入の種類を問わず適用されます。ＫＰＰＫをクリアする上で問題とな

る外部格付取得義務は、リファイナンスでの対応や国際協力銀行（ＪＢＩＣ）の

保証付借入スキームによって免除可能です。 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/13_Indonesia_Financing.pdf

